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○富士見市訪問入浴サービス事業実施要綱 

平成２２年３月３１日 

告示第１１０号 

改正 平成２６年３月３１日告示第１５５号 

平成２８年３月３１日告示第７０６号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第７７条第３項の規定に基づき、在宅の障害者及び

障害児（以下「障害者等」という。）に対し、身体の清潔の保持、心身機能の維持

等を図るため、訪問により居宅において入浴サービスを提供する事業の実施につい

て、必要な事項を定めるものとする。 

（平２６告示１５５・一部改正） 

（訪問入浴サービス事業） 

第２条 訪問入浴サービス事業において行うサービス（以下「訪問入浴サービス」と

いう。）は、次のとおりとし、看護師、准看護師及び介護職員のいずれかが従事に

当たって行われるものとする。 

(１) 浴槽を提供して行われる入浴、清拭及び部分浴 

(２) 血圧、脈拍、体温等の測定による健康管理 

(３) 健康相談、助言指導その他必要な処置 

２ 入浴の方法は、移動入浴車による巡回入浴とし、入浴の回数は、利用者１人につ

き週１回を限度とする。 

（実施方法） 

第３条 市長は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第３７号）第４５条に規定する指定訪問入浴介護事業者その他適

切な事業運営を確保することができると市長が認める事業者であって第１１条第１

項の登録を受けたもの（以下「登録事業者」という。）に訪問入浴サービスを実施

させるものとする。 

（平２６告示１５５・一部改正） 

（対象者） 
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第４条 訪問入浴サービスを受けることのできる者は、本市に居住地を有し、介護保

険制度等での入浴サービスを利用することができず、本事業の利用を図らなければ

入浴が困難な障害者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定によ

り身体障害者手帳の交付を受けている者 

(２) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４条第２項に規定する障害児 

(３) 市長が特に必要と認めた者 

（利用の申請等） 

第５条 訪問入浴サービスを利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、訪

問入浴サービス利用申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次の各号の書類を添付しなければならない。 

(１) 入浴承諾書（様式第２号） 

(２) 医師の診断書（様式第３号） 

３ 市長は、第１項の規定による申請書の提出があったときは、訪問入浴サービスの

利用の可否を決定し、訪問入浴サービス利用決定・却下通知書（様式第４号）によ

り当該申請者に通知するものとする。 

（利用決定の有効期間） 

第６条 前条第３項の規定による利用の決定（以下「利用決定」という。）は、１年

以内に限り、その効力を有する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、

この限りでない。 

（利用料金） 

第７条 訪問入浴サービスの１回の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の

金額は、１，２５０円とする。 

２ 利用決定を受けた者（以下「利用決定者」という。）が同一の月に受けた訪問入

浴サービスに要した費用の額の合計額が、当該利用決定を受けた者の家計に与える

影響その他の事情をしん酌して別に定める額を超えるときは、前項の規定にかかわ

らず、当該同一の月における訪問入浴サービスに要した費用の額は、同項の規定に

より算定した費用の額の１００分の１００に相当する額以下の範囲内において別に

定める額とする。 



3/17 

（変更の届出等） 

第８条 利用決定者は、利用決定を受けた訪問入浴サービスの内容に変更があったと

きは、その日から３０日以内に、訪問入浴サービス利用変更届出書（様式第５号）

を市長に提出しなければならない。 

２ 利用決定者は、利用決定を受けた訪問入浴サービスを中止しようとするときは、

速やかに訪問入浴サービス利用中止届出書（様式第６号）を市長に提出しなければ

ならない。 

（利用決定の変更） 

第９条 市長は、前条第１項の規定による届出に基づき、又は職権により、利用決定

者の生活の状況その他の事情を勘案し、利用決定者につき、必要があると認めると

きは、当該利用決定者に係る訪問入浴サービスの内容を変更することができる。こ

の場合において、市長は、その旨を書面により当該変更を行った利用決定者に通知

するものとする。 

（利用決定の取消し等） 

第１０条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を

取り消し、又は期間を定めて利用決定の全部若しくは一部の効力を停止することが

できる。 

(１) 訪問入浴サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。 

(２) 利用決定の有効期間内に、本市以外の区域に居住地を有するに至ったと認め

るとき。 

(３) 虚偽の申請をしたとき。 

(４) 虚偽の利用をしたとき。 

（訪問入浴サービス事業者の登録） 

第１１条 訪問入浴サービスを行おうとする事業者は、市長の登録を受けなければな

らない。 

２ 前項の登録は、１年ごとにその登録の更新を受けなければ、その期間の経過によ

って、その効力を失う。 

３ 前項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下「この条にお

いて「登録の有効期間」という。」の満了の日までにその申請に対する決定がなさ
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れないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその決定がされるまでの

間は、なおその効力を有する。 

４ 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前

の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

（平２８告示７０６・一部改正） 

（登録の申請） 

第１２条 前条第１項の登録を受けようとする事業者（以下「登録申請者」という。）

は、訪問入浴サービス事業者登録申請書（様式第７号）を市長に提出しなければな

らない。この場合において、市長は、当該申請の内容を証する書類を提出させるこ

とができる。 

２ 前条第２項の登録の更新を受けようとする訪問入浴サービス事業者は、訪問入浴

サービス事業者登録更新申請書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

（登録の実施） 

第１３条 市長は、前条第１項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げ

る事項を訪問入浴サービス事業者登録簿に登録しなければならない。 

(１) 事業所の名称及び所在地 

(２) 代表者の氏名 

(３) 登録年月日及び登録番号 

(４) 登録期間 

(５) その他市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項の規定による登録をしたときは、当該登録申請者に対し、遅滞なく、

登録年月日、登録番号、登録期間その他必要な事項を書面により通知するものとす

る。 

（登録の変更届等） 

第１４条 訪問入浴サービス事業者は、第１１条第１項の登録を受けた訪問入浴サー

ビスを変更し、又は廃止したときは、その日から１４日以内に、訪問入浴サービス

事業者登録変更・廃止届出書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出書の提出があったときは、その内容を訪問入浴サ

ービス事業者登録簿に登録しなければならない。 
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（訪問入浴サービス事業者登録簿の閲覧） 

第１５条 市長は、訪問入浴サービス事業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする。 

（登録事業者の遵守事項） 

第１６条 登録事業者は、適切なサービスを提供できるよう、サービスを提供する者

の勤務体制を定めておかなければならない。 

２ 登録事業者は、利用者の利用実績について、帳簿等必要な書類を備え付けなけれ

ばならない。 

３ 登録事業者は、その提供するサービスの内容及び料金、サービス提供者の有する

資格等並びに経理状況について、利用者に対し明示しなければならない。 

４ 登録事業者は、サービス提供を受ける利用者に係る傷害保険に加入しなければな

らない。 

５ 登録事業者は、サービス提供時に看護師、准看護師及び介護職員のいずれかに従

事させ、利用者の健康管理に十分留意するとともに、利用者の容態の急変等に備え、

あらかじめ医療機関等との連絡体制を確立しておかなければならない。 

６ 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、直ちに市長及び家族等

に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。 

７ 登録事業者は、正当な理由がなく、サービスの提供によって知り得た利用者及び

その家族等の秘密を漏らしてはならない。 

（平２６告示１５５・一部改正） 

（登録の取消し等） 

第１７条 訪問入浴サービス事業者が次の各号のいずれかの該当するときは、その登

録を取り消し、又は３月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を

命ずることができる。 

(１) 前条の遵守事項を守らなかったとき。 

(２) 不正の手段により第１１条第１項の登録（同条第２項の登録の更新を含む。）

を受けたとき。 

(３) 適切な事業運営を確保することができなくなったと認めるとき。 

（登録の抹消） 

第１８条 市長は、訪問入浴サービス事業者が訪問入浴サービスを廃止したとき、又
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は前条の規定により登録を取り消したときは、当該訪問入浴サービス事業者の登録

を抹消するものとする。 

（利用料金の帰属） 

第１９条 市長は、利用料金を訪問入浴サービス事業者の収入として収受させること

ができる。 

（市の補助） 

第２０条 市は、予算の範囲内において、別に定めるところにより、訪問入浴サービ

ス事業者の行う訪問入浴サービスの実施に要する経費の一部を補助することができ

る。 

（その他） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、訪問入浴サービス事業の実施に関し必要な

事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日告示第１５５号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日告示第７０６号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 

（平２６告示１５５・一部改正） 

様式第２号（第５条関係） 

（平２６告示１５５・一部改正） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

（平２６告示１５５・一部改正） 

様式第６号（第８条関係） 

（平２６告示１５５・一部改正） 

様式第７号（第１２条関係） 

（平２６告示１５５・一部改正） 

様式第８号（第１２条関係） 

（平２６告示１５５・一部改正） 

様式第９号（第１４条関係） 

（平２６告示１５５・一部改正） 

 


